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ごかの
　お知らせ
役場の代表電話は☎（84）1111です

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
な
か
、
子

育
て
世
帯
を
支
援
す
る
取
り
組
み
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
臨
時
・
特
別
的
な

一
時
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

○
対
象
児
童

①
令
和
３
年
９
月
分
の
児
童
手
当

（
本
則
給
付
）
支
給
対
象
と
な
っ

て
い
る
方

②
令
和
３
年
９
月
30
日
時
点
で
高
校

生
（
平
成
15
年
4
月
2
日
生
ま
れ

か
ら
平
成
18
年
4
月
1
日
生
ま

れ
）
の
方

③
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に
生
ま

れ
、
児
童
手
当
（
本
則
給
付
）
の

支
給
対
象
と
な
る
方

○
支
給
方
法

　
対
象
児
童
の
主
た
る
生
計
維
持
者

へ
振
込
を
行
い
ま
す
。

○
支
給
額

　
児
童
一
人
あ
た
り
一
律
10
万
円

○
申
請
に
つ
い
て

【
申
請
が
不
要
と
な
る
方
】

　｢
申
請
不
要
で
す｣

の
通
知
が
届
き

ま
す
。

　
受
給
拒
否
の
届
出
が
な
い
限
り
、

通
知
に
記
載
し
て
い
る
日
程
で
振
込

手
続
を
行
っ
て
い
ま
す
。
振
込
日
、

ま
た
は
振
込
日
以
降
に
児
童
手
当
指

定
口
座
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
申
請
が
必
要
と
な
る
方
】

　｢

申
請
が
必
要
で
す｣

の
通
知
が
届

き
ま
す
。

　
対
象
児
童
②
の
高
校
生
の
み
を
養

育
し
て
い
る
方
、
町
か
ら
児
童
手
当

を
受
け
て
い
な
い
公
務
員
に
つ
い
て

は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
請

書
提
出
後
、
所
得
審
査
を
行
い
、
該

当
と
な
っ
た
方
へ
振
込
手
続
を
行
い

ま
す
。

※
こ
ち
ら
に
該
当
と
な
る
方
に
は
、
令

和
３
年
12
月
24
日
に
通
知
を
送
付

し
て
い
ま
す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
当
給
付
金
の
申
請
は
、
令
和
４
年

３
月
31
日
ま
で
の
受
付
と
な
り
ま

す
。
そ
れ
以
降
の
申
請
受
付
は
で

き
ま
せ
ん
。
早
め
に
申
請
を
お
願

お
し
ら
せ

No.558

い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
自
分
で
所
有
す
る
土
地
や
家
屋
の

評
価
額
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
周
辺
の
他
の
土
地
や
家

屋
に
つ
い
て
も
縦
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

○
縦
覧
期
間

　
４
月
１
日
㈮
～
５
月
２
日
㈪

	

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

○
縦
覧
場
所

　
町
民
税
務
課
　
④
番
窓
口

○
縦
覧
で
き
る
も
の

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　
所
在
、
価
格
、
地
目
、
地
積

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　
所
在
、
価
格
、
家
屋
番
号
、
種
類
、

　
構
造
、
床
面
積

○
縦
覧
で
き
る
方

・
土
地
の
縦
覧
が
で
き
る
方

　
五
霞
町
の
課
税
対
象
の
土
地
を
所

有
さ
れ
て
い
る
方

・
家
屋
の
縦
覧
が
で
き
る
方

　
五
霞
町
の
課
税
対
象
の
家
屋
を
所

有
さ
れ
て
い
る
方

※
非
課
税
及
び
免
税
点
未
満
の
方

は
、
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

○
手
数
料
　
無
料

○
縦
覧
に
必
要
な
も
の

・
納
税
義
務
者
本
人
の
場
合

　
納
税
通
知
書
、
課
税
明
細
書
ま
た
は

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
書
類

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
納
税
義
務
者
の
代
理
人
の
場
合

　
納
税
者
か
ら
の
委
任
状
と
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
五
霞
町
の
生
産
数
量
目
標
に
相
当

す
る
数
値
に
つ
い
て
、
２
，
６
７
２

ト
ン
が
茨
城
県
よ
り
配
分
さ
れ
ま
し

た
。

　
こ
れ
に
基
づ
き
、
農
家
の
み
な
さ

ん
へ
の
配
分
予
定
面
積
は
、
水
稲
作

付
率
56
％
、
新
規
需
要
米
等
生
産
目

標
（
転
作
目
標
）
は
44
％
の
面
積
に

換
算
し
て
配
分
し
ま
す
。

　
五
霞
町
は
、
主
食
用
米
の
生
産
が

過
剰
に
な
っ
て
い
ま
す
。
主
食
用
米

の
在
庫
が
積
み
上
が
る
と
米
価
は
下

落
す
る
傾
向
で
す
。

　
引
き
続
き
、
主
食
用
米
か
ら
飼
料

用
米
へ
の
転
換
な
ど
需
要
に
応
じ
た

生
産
を
し
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　
☎

（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

　
五
霞
町
で
は
、
住
民
の
利
便
性
向

上
や
行
政
業
務
の
効
率
化
を
目
指

し
、「
五
霞
町
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ

ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
推
進
計

画
」
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
広
く
情
報
提
供
す
る
と
と
も
に
、

意
見
を
可
能
な
限
り
反
映
さ
せ
る
た

め
、
次
の
と
お
り
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

○
閲
覧
場
所

・
ま
ち
づ
く
り
戦
略
課

・
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

○
閲
覧
及
び
意
見
等
提
出
期
限

　
３
月
18
日
㈮
ま
で

○
意
見
等
提
出
資
格
者

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

・
町
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を

有
す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の

団
体

・
町
内
の
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
に

勤
務
す
る
方

・
町
に
対
し
て
納
税
義
務
を
有
す
る
方

○
意
見
書
の
提
出
方
法

　
書
面
、
郵
便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ま
ち
づ
く
り
戦
略
課
　
広
報
戦
略
Ｇ

　
☎

（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
３
）

令
和
３
年
度
子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金
に
つ
い
て

土
地
・
家
屋
価
格
等
の

縦
覧
に
つ
い
て

令
和
４
年
産
米
の
生
産
数
量
目
標

に
相
当
す
る
数
値
の
お
知
ら
せ

五
霞
町
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
推
進
計
画

（
案
）
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施


